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「（次期）北九州市障害者支援計画」の策定について 

１ 計画の性格・位置づけ

（１）本市における障害福祉施策に関する計画 

現行の「北九州市障害者支援計画」の計画期間が平成２９年度で終了することから、国の

動向などを踏まえた平成３０年度を初年度とする新たな「北九州市障害者支援計画」を策定

し、今後の本市における障害者施策の推進のための指針とするもの。 

（２）基本計画での位置づけ 

市の基本構想・基本計画「元気発進！北九州」プランに基づく障害福祉分野の計画 

２ （次期）北九州市障害者支援計画の概要 

３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度

３ 計画の策定について 

（１） 策定にあたっては、国の定める第４次障害者計画及び障害福祉計画基本指針を基本と

するとともに、本市の実情を踏まえたものとする。 

（２） 北九州市障害児・者実態調査の調査結果、「（次期）北九州市障害者支援計画のあり方

懇話会」及び障害者団体等の意見を参考にしながら検討を進める。 

４ 計画策定のスケジュール（予定） 

 ○（次期）北九州市障害者支援計画（素案）の作成 ・・・平成２９年１０月 

 ○ 保健病院委員会への報告    ・・・平成２９年１１月 

 ○ パブリックコメントの実施    ・・・平成２９年１２月 

○ 保健病院委員会・本会議への報告   ・・・平成３０年 ２月 

 ○ 計画の実施      ・・・平成３０年 ４月

（次期）北九州市障害者支援計画（仮称） 

○ 「市町村障害者計画」と「市町村障害福祉計画」及び 

「市町村障害児福祉計画」を包含 

市町村障害福祉計画 

○ 第５期 平成３０年度～３２年度 

○ 障害者総合支援法に基づく障害福祉サ

ービス、相談支援、地域生活支援事業

の提供体制等を規定

市町村障害者計画 

○ 計画期間：平成３０年度～平成３４年度 

○ 本市の将来の障害者施策を推進するための基本計画と位置づけ、

障害福祉全般（福祉サービス、防災対策、雇用、社会参加等）に

ついて幅広い分野の事項を規定 

○ 障害計画の事業目標の設定

連 携

市町村障害児福祉計画 

○ 児童福祉法に基づく障害児の支

援の提供体制等を規定

○新
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「平成２８年度北九州市障害児・者等実態調査」について 

１ 目的 

平成２９年度に策定する「（次期）北九州市障害者支援計画（仮称）」の基礎資料とする

とともに今後の障害福祉施策の参考とするため、北九州市内に在住する障害児・者及び  

難病患者に対して、生活実態やサービス利用状況等についての調査を実施しました。 

また、市民に対して、障害のある方への理解や関心の程度等の調査を実施しました。 

２ 調査方法 

① 郵送によるアンケート形式（同封の返信用封筒にて回収） 

② 調査員による聞き取り調査 

③ 市政モニターアンケート 

３ 調査対象 

（１） 郵送によるアンケート 

・ 北九州市内在住の身体障害者、知的障害者、障害児、精神障害者、発達障害児（者）

及び難病患者を対象として実施 

・ 身体障害者、知的障害者及び障害児は各手帳所持者から無作為抽出 

・ 精神障害者は、精神障害者保健福祉手帳所持者及び自立支援医療（精神通院医療）受

給者から無作為抽出 

・ 発達障害児（者）は、関係団体からの推薦に加え、市立小中学校特別支援学級保護者

に対して協力を依頼。また、発達障害者支援センター「つばさ」の主催事業や地域活

動センターにおいて協力を依頼 

・ 難病患者は、関係団体からの推薦及び関連事業において協力を依頼 
・

 （参考；平成２６年度実績） 

対象区分 調査人数 H26 年度調査 有効回収数 回収率 

身体障害者 ２，２００人 ２，２００人 1,319 人 60.0％

知的障害者 １，０００人 １，０００人 560 人 56.0％

精神障害者 １，５００人 ６００人 316 人 52.7％

障害児 ４００人 ４００人 232 人 58.0％

発達障害児（者） １４７人 １２５人 90 人 72.0％

難病患者 １１０人 １９５人 95 人 48.7％

計 ５，３５７人 ４，５２０人 2,612 人 57.8％

【回収状況】 

対象区分 調査人数 回収数 無効票 
有効票 

回収数 回収率 

身体障害者 ２，２００人 1,290 人 6 人 １，２８４人 58.4％

知的障害者 １，０００人 550 人 7 人 ５４３人 54.3％

精神障害者 １，５００人 739 人 4 人 ７３５人 49.0％

障害児 ４００人 238 人 1 人 ２３７人 59.3％

発達障害児（者） １４７人 120 人 ０人 １２０人 81.6％

難病患者 １１０人 90 人 1 人 ８９人 80.9％

計 ５，３５７人 3,021 人 19 人 ３，００８人 56.2％
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【参考：平成２８年３月３１日現在】 

・ 身体障害者手帳（１８歳以上）   ５０,５０９人 

・ 療育手帳（１８歳以上）             ８,０７８人 

・ 精神障害者保健福祉手帳                     ７,０５７人 

・ 精神通院医療受給者               １４,６２９人 

・ 障害児（１８歳未満の身障又は療育手帳所持者）  ３,００４人 
・

（２）調査員による聴き取り調査 

北九州市内在住の６５歳未満の身体障害者、知的障害者、精神障害者及び発達障害児

（者）を対象として実施。 
・

身体 

障害者 

知的 

障害者 

精神障害者 発達障害児

（者） 
合計 

在宅、入所 入院 

２３人 ２５人 ２１人 ３人 ２６人 ９８人 

【聴き取り調査実施状況内訳】 

対象区分 
調査 

人数 

入所・

病院 

就労 

移行 

支援 

就労支援 
生活 

介護 

共同 

生活

援助 

在宅・

居宅

介護 

その 

他 A B 

身体障害者 23 人 5 人 1 人 2 人 2 人 7 人 4 人 2 人  

知的障害者 25 人  6 人 7 人 3 人 2 人 5 人 2 人  

精神障害者 24 人 3 人 5 人 3 人 6 人 5 人  1 人 1 人 

発達障害児（者） 26 人  5 人 1 人 5 人 9 人  1 人 5 人 

計 98 人

（３） 市政モニターアンケート（障害福祉施策について） 

調査票の郵送及びインターネットにより障害のある方への理解や関心の程度等の調査

を実施。 
・

・ 市政モニター人数 ：１４９名 

・ 回答者  ：１３３名 


